
Q¶。ひとり暮らしの母親(75歳 )がいます。
最近、母の家に不要な物が多くなつてきたように感じま

す。もしかしたら悪質な訪間販売につけ込まれているの

かも。心配です。

1査FI分:辱1藝り]1籠i爵]研
究実証プ 0ジェクトの主催する「市民後見人養成講

磁成年後見についてのフォーラム(講演会)を2回開催

饉 rNPO法人千葉県市民後見人支援センター」を設立

千葉市在住の知的障がいをお持ちの方の保佐人を受任

千葉市在住の知的障がいをお持ちの方の後見人を受任

守谷市在住の認知症轟齢者の方お二人の後見人を受任

船橋市在住の認知症高齢者の方の後見人を受任

受任中の被後見人の慶住用財産の処分の許可の審判を得る

別の受任中の被後見人の居住用財産の処分の許可の審判を得る

船橋市在住の認知症高齢者の方の後見人を受任

千葉市在住の知的障がいをお持ちの方の保佐人を受任

千葉市在住の知的障がいをお持ちの方の保佐人を受
/1E

千葉市在住の知的障がいをお持ちの方の保佐人を受任

柏節在住のダウン症の方の後見人を受任

受任中の認知症高齢者の方の預金 (1000万円)を 後見制度支援信託

で信託

習志野市在住の認知症高齢者の方の後見人を受任

1受任中の被後見人の居住用財産の処分の許可の審判を得て売却 し借入金 ・
を返済

現在、被後見人など、こ本人のための様々な手続 きを取 り進めています
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Q盆□知的障がいを持つ息子(40歳 )がおります。

今は大文夫ですが、私(72歳 )が死んだ後あの子がどう

なるのか不安です。

後見人は本人に必要な福祉サービ
スを手配し、本人に代わって契約す
ることができます。親族の方と我々

が共同して後見人となることで、将

来に備えることができます。

Q13。 私(67歳 )は今一人で暮らしています。
身寄りのいない私が認知症になつたらどうなつてしま

うのかを考えると途方にくれてしまいます。

判断能力が不十分になった時に備
えて成年後見人をあらかじめ決め
ておく、任意後見人の制度を利用す
ることをお勧めします。

目■|||

4-番丁3町一Ｔ 4

○番

］ラ02

］写
∩バ
〕

○

ｆ

可

「
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

朦 由 由 由 由 囀 ‐ ‐ 由 ‐ ‐ ■口 ■●■日■田 ■■■■■■■口 朧 由 ‐ ‐ ‐ ‐ 暉 ‐ ‐ 由 ●
、

472一Ｔ□
〈＝
〉

０ 7 一嚇橋県船業千 6ハ
ノ
』丁山

■

g資

千葉県
市民後見人
支援センタ磯
私たちは成年後見人、保佐人、補助人、

後見監督人を受任するNPO法人です。

NPO法人
(特定非営利活動法人)
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成年後見人が付いている場合、

後見人が代理して契約をしなけれ
ば無効です。
悪質商法に引つかかる心配はあり
ません。
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の制度があ
後見人制度は、下図のように判断能力の不十分な方の援助者

として家庭裁判所が後見人等を選任する I協賞徽競編撃競」と、

将来判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ本人が援助者

を選んでおく罐 意後見権馨度」の2種類があります。

ご親族の関係、身辺の状況などを

お聞かせ頂きます。
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認知症 、知的障がい 、精神障がいなどにより判断

能力が低下した方々は、身上監護が必要になつたり、

不動産や預貯金などの財産管理、介護・福祉サービス

を利用するための手続きや契約が困難になる場合が

あります。認知症になっても、知的障がいがあっても、

あるいは精神障がいがあつても自分らしく生きたい。

そうした思いの実現を支援するために、成年後見人を

選任するのが M撃狡蠅入鶴撃に です。

N「)0法人だから安心
第二者の立場でご本人のことを考え非営利で活動する、

我々NPO法人。複数の担当者で対応することにより、適切

かつ支障なく活動できる、成年後見人に最適の組織です。
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申立

書類

の作成

裁判所
調査官
の面接

NPO法人で

作成します。

面接に出席

します。

後見開始申し立て

戸籍謄本の取得
など、こ親族に

可能な範囲で

む協力をお願い

します。

家庭裁判所に

ご同行頂き調査

官に状況を説明

します。

列輻漑軋硫
辣鞣鸞絋晰漑

現在のライフスタイル
|こ合わせて契約

することができます。

受任 の審判

身上監護、金銭・財産管理を ご親族、
NPO法人で共同して行います。

家庭裁判所への後見事務報告、その他
裁判所への許可申し立ての手続きなど

を当NPO法人が行います。

(単独受任の場合は身上監護、金銭・財産管理もNPO
法人が単独で行います。)
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※費用は、申立の際の収入印紙、切手代など1～ 2万円と

私どもの交通費、消耗品費等の実費のみです。
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NPOの要件として、1.民間で 2.公益に資するサ=ビスを

提供する 3.営利を目的としない 4.団体 とされています。

そのうち、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法 )に

もとづいて、法人格を取得した団体をNPO法人と言います。
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まだ元気だけどt

将来が不安
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